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高齢者生活支援施設 けいわ荘 重要事項説明書 

 

 

１．施設経営法人 

（１）法人名        社会福祉法人 敬和会 

（２）法人所在地     神奈川県厚木市下荻野２１１７－２ 

（３）電話番号       ０４６－２４１－７７７１ 

（４）代表者氏名     理事長  小島 操 

（５）設立年月       昭和５７年５月７日 

 

 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設 

平成１２年１月１１日指定 １４７２９００１９８号 

（２）施設の目的    施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を目標 

におき、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ 

るようにすることを目的とする。 

（３）入所要件   要介護状態の認定を受けている方（要介護３～５） 

          ＊特例の条件に該当した要介護１・２ 

（４）施設の名称    高齢者生活支援施設 けいわ荘 

（５）施設の所在地  神奈川県厚木市下荻野２１１７－２ 

（６）電話番号      ０４６－２４１－７７７１ 

（７）施設長氏名    関  紘太 

（８）当施設の運営方針 

入居者の自立支援を基本的な柱とし、明るい施設作りと安心した生活ができ

るように努めます。又、施設の持つ機能と職員の専門性を生かし、創造性と

柔軟な思考で利用者や家族に信頼される介護に努めます。 

（９）開設年月      昭和５７年７月５日 

（10）入所定員      ８２人（一般棟 ５２名、認知症棟３０名） 

    

            

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

   当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は１～4人部屋です。 
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居室・設備の種類 室 数 備  考 

個室（1人部屋） ３室 従来型個室 

2人部屋 １室 多床室 

3人部屋 １室 多床室 

4人部屋 ２１室 多床室 

計 ２６室  

食 堂 ３室  

機能訓練室 １室 [主な設置機器] 

滑車重錘運動器、平行棒、壁用肋木、ホット

パック、マイク 

浴 室 ３室 特殊浴槽、リフト浴、一般浴 

医務室 １室  

※上記は、厚生省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施

設・設備です。 

 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施

設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合がありま

す。その際には､ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 

 

 

４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職   種 配置数 配置基準 

施設長（管理者）  １名 １名 

介護職員 ２４．４名以上 ２７．４名以上 

（利用者３名に職員１名） 看護職員  ３名以上 

生活相談員  １名以上 １名 

機能訓練指導員  1名以上 １名以上 

介護支援専門員  1名以上 １名以上 

医 師  １名 必要数 

管理栄養士  １名以上 1名以上 

※パート等非常勤勤務職員の常勤換算した人数を含む。 
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<主な職種の勤務体制> 

職    種 勤 務 体 制 

１． 医 師 月 2回  13:00～15：00 

２． 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早朝 ：  ７名 

日中 ： １０名 

準夜間：  ３名 

夜間 ：  ５名 

３． 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早朝 ：  ２名 

日中 ：  ３名 

     ☆土日は上記と異なります。 

 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

・当施設が提供する基準介護サービス（契約書第 3条参照）＊ 

以下のサービスについては、居住費・食費を除き１割負担者は通常９割が介護保険から給付、

２割負担者は通常８割が介護保険から給付、３割負担者は通常７割が介護保険から給付され

ます。 

 

【サービスの概要】 

① 居室の提供 

② 食事 

・ 当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状

況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています

が、食事場所は選択できます。（居室、フロア等） 

  （食事時間） ※おおむね下記の時間内で提供させていただきますが、意向や状況により変更

することもできます。 

  朝食：  ７：４５～  ８：３０   

昼食：１１：４５～１２：３０   

夕食：１８：００～１８：４５ 
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 ③入浴 

・ 入浴又は清拭を週２回行います。 

・ 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

④排泄 

・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑤口腔ケア 

・毎食後、口腔ケアを実施し清潔の保持に努めます。 

⑥機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能

の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 ⑦健康管理 

・ 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 ⑧その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

・ 生活にメリハリをつけるために、就寝時の着替えの支援を行います。 

（ご契約者の状態によっては難しい場合もあります。） 

 

【サービス利用料金（１日あたり）>（契約書第５条参照）】 

別紙料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除

いた金額（自己負担額）と食事・居住費に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。（サービ

スの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

サービス利用単位に地域加算を乗じた金額が利用料金となります。 

地域加算（神奈川県厚木市）/ 地域区分  3級地 / 加算率   １０．６８ 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変

更します。 

 

＜食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費）＞ 

通 常 

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 
第３段階 

①  

第３段階 

② 

１ 日 

１,８００円 

１日 

３００円 

１日 

３９０円 

１日 

６５０円 

１日 

１，３６０円 

※ 個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は、実費負担となります。 
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<１日当たりの利用料（居住費）> 

   
通 常 

入院翌日から６日間 ７日目以降 

   （補足給付あり） （補足給付なし） 

負
担
限
度
額
認
定
証 

第１段階 多床室 ０円 ０円 

４３０円 第２段階 多床室 ４３０円 ４３０円 

第３段階

①② 
多床室 ４３０円 ４３０円 

第４段階 多床室 ９１５円 ９１５円 ９１５円 

例：負担限度額認定証第１段階の多床室の方については、入院翌日から６日間は自己負担無く、 

７日目以降から１日３７０円の自己負担が発生します。（退院および帰荘時まで） 

②外泊時加算 ＊外泊及び入院時 

外泊・入院時、１日２４６単位 （２６０円） ※翌日から６日間のみ。 

 

【加算について】  

下記に示した加算の金額は、負担割合 1 割の方を表示していますので、負担割合２割の方は概ね

その２倍、負担割合３割の方は概ねその３倍の金額となります。 

 

＜初期加算について＞ 

 入所した日から起算して３０日以内の期間については、初期加算として１日につき３０単位（３

２円/日）が加算されます。 

 

＜看取り介護加算（Ⅰ）について＞ 

  医師が終末期にあると判断してご契約者について、契約者又はご家族等の同意を得ながら看取

り介護を行なった場合に、死亡前３０日を限度として死亡月に加算されます。又、看取り介護

実施中にやむを得ず病院や在宅に搬送する場合においても、搬送先の病院等への引継ぎ、継続

的な利用者、ご家族への支援を行なった 

  場合は下記の料金が発生します。 

  ＊死亡日４５日前～３１日前    ７２単位／日 （７６円） 

  ＊死亡日３０日前～４日前    １４４単位／日 （１５２円） 

  ＊死亡日の前々日・前日     ６８０単位／日 （７１７円）  

＊死亡日            １,２８０単位／日  （１，３５０円） 
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＜経口移行加算及び経口維持加算について＞ 

  経口で食事が摂取できるものの摂取機能障害を有し誤嚥が認められる者に対し多職種協働に

より摂取・嚥下機能に配慮した対応をした場合に加算が発生します。 

＊ 経管栄養の方の場合    １日   ２８単位（３０円） 

＊ 著しい誤嚥が認められる方 １ヶ月 ４００単位（４２２円） 

＊ 誤嚥が認められる方    １ヶ月 １００単位（１０６円） 

（原則１８０日まで） 

                         

＜療養食加算について＞ 

医師の発行する食事箋に基づいて提供される治療食 

（糖尿病・腎臓病食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・高脂血症食・痛風食及び特 

別な場合の検査食）を提供した場合は加算がつきます。  

                       １回６単位（７円） 

＜日常生活継続支援加算について＞ 

＊新規入所者のうち、要介護４～５の割合が７０％以上又は認知症日常生活自立度がⅢ以上の割

合が６５％以上であること。 

＊介護福祉士を入所者の数が６又はその端数を増すごとに１以上配置していること 

     上記のいずれにも該当する場合     １日３６単位（３８円） 

 

＜夜勤職員配置加算（Ⅲロ）について＞ 

夜勤を行なう介護職員・看護職員の数が最低基準を１人以上、上回っているとき。 

     定員３０人または５１人以上の施設   １日１６単位（１７円） 

 

＜看護体制加算（Ⅰロ）について＞ 

看護体制加算（Ⅰロ） 常勤の看護師を１名以上配置していること。 

定員３０人または５１人以上の施設   １日４単位（５円） 

看護体制加算（Ⅱ） ①看護職員を常勤換算方法で入所者数が２５又はその端数を増すごとに 

１名以上配置していること。 

②最低基準を１人以上上回って看護職員を配置していること。 

③当該施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーショ 

ンの看護職員との連携により、２４時間の連絡体制を確保しているこ 

と。 

定員３０人または５１人以上の施設   １日８単位（９円） 

 

＜精神科医指導加算について＞ 

精神科医による定期的な療養指導が月に２回以上行なわれています。 

                       １日５単位（６円） 

 

＜口腔衛生管理加算（Ⅰ）＞ 

  歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的 
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助言及び指導を月２回以上行っています。    

月９０単位（９５円） 

 

＜安全管理体制（基準型）実施あり＞ 

＜安全対策体制加算＞ 

  外部の研修を受けた担当者（生活相談員）が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織 

的に安全対策を実施する体制が整備されました。 

                     入所時に 1回のみ２０単位（２１円） 

 

＜栄養ケア・マネジメント実施あり＞ 

＜栄養マネジメント強化加算＞ 

  低栄養状態のリスクの高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄 

養ケア計画に従い、食事の観察（ミールラウンド）を週３回以上行い、入所者ごとの栄養状態、

嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施しています。 

１日１１単位（１２円） 

 

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）＞ 

  入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに少な 

くとも３月に 1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当 

たって当該情報等を活用します。また、３月に 1回入所者ごとに褥瘡ケアの見直しを行います。 

                          月３単位（４円） 

 

<排せつ支援加算（Ⅰ）> 

  排せつに介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と 

連携した看護師が施設入所者に評価し、少なくとも６月に１回評価を行い、その評価結果等を 

厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していきます。 

                          月１０単位（１１円） 

 

<科学的介護推進体制加算（Ⅱ）> 

  入所者ごとの ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係 

る基本的な情報、必要に応じてサービス計画を見直すなどサービスの提供にあたって、上記の 

情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していきます。 

                          月５０単位（５３円） 

 

＜介護職員処遇改善加算＞ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

  介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た施設が、入所者に対し、 

サービスを行った場合には、次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。 

    総単位数の１０００分の１４０に相当する単位数（サービス単位数の１４％相当分） 
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【介護保険の基準外サービス】 

（利用料金の全額がご契約者の負担となります。契約書第４条参照） 

  ①特別な食事（酒を含みます。） 

  ご契約者のご希望に基づいて特別な食事（行事食・ホーム喫茶・誕生会食等）を提供します。 

利用料金：  

※ 嗜好品関係（牛乳・ヤクルト・ジョア・ポカリスウェットなど） 実費 

※ 毎月誕生会  １食 ６００円 

※ 行事食等   実費 

 ②入退院手続代行サービス 

ご契約者が入退院される際、手続を代行するサービスです。 

利用料金：２，０００円／回 

③送迎サービス（買物・外出・健康管理費等） 

  利用料金：施設から片道１km以上  ５km未満は   片道 １,０００円 

施設から片道５km以上 １０km未満は   片道 ２,０００円 

施設から片道１０km以上は１kmにつき  片道   ２００円 

なお、付き添いがついた場合は、介護職員：１時間につき１,５００円 

看護職員：１時間につき２,０００円とします。 

 ④財産管理サービス（貴重品の管理） 

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。ご利用頂いた場合には、 

契約者又は身元引受人は任意に貴重品の管理状況の報告を受けるものとします。 

○管理出来る貴重品：施設指定の金融機関に預け入れている預金、左記預金届出印、年金証書、

有価証券 

○保管管理者：施設長   ○保管管理者：生活相談員 

○出納方法： 手続きの概要は以下の通りです。  

・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していた

だきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

・保管管理者は、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。 

○利用料金：１か月当たり １,０００円 

⑤備品利用料金 

ご本人の希望により、電気器具を使用された際は管理含め、実費をご負担いただきます。 

（テレビ・電気毛布等） 

 電気器具使用料： １,５００円／月 

 電気器具レンタル料：５００円／月 

 ⑥理髪サービス 

  理容師による出張理髪サービス 

  利用料金：実費（直接美容師へ立替払い） 
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⑦クラブ活動 

  ご契約者の希望によりクラブ活動に参加された場合、材料代等の実費相当分として下記の料金 

をいただきます。    生け花クラブ：１回 ８００円（税別） 

 ⑧特別な行事（遠足・個人外出の付き添い等）及びレクリェーション 

施設内外における特別な行事への参加時における実費分をご負担いただきます。但し、外部行 

事における付添いがある場合③の適用がされる場合もあります。 

⑨日常生活上必要となる諸費用実費（歯ブラシ・ティッシュ等） 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが 

適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

⑩衛生材料 

個人的に使用した衛生材料及び医療備品等に関しては実費負担とさせて頂きます。 

※ 義歯洗浄剤 使用 ２７０円／月 

※ エンゼルセット ２０,０００円 

 ⑪文書郵送料 

  個別に依頼の文書等の郵送料は実費負担とさせていただきます。 

 ⑫残置物引取人（契約書第 20条参照） 

入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自身が引き取 

れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。（契約書第 20条、第 22条参照） 

又、処分する際にかかった費用については自己負担となります。 

ご家族のご希望により、遺品を当施設で処分を依頼される場合は、処分実費を承ります。 

 

【利用料金のお支払い方法（契約書第 5 条参照）】 

前記の料金・費用は、１か月ごとに計算し、翌月の１０日前後ご請求します。そして翌月２ 

７日（祭日などの場合は翌営業日）にご契約者指定口座より自動引き落としさせていただき 

ます。領収書につきましては、翌月の請求書と一緒にお送りさせて頂きます。なお、利用料 

金の未払いが３ヶ月以上遅延した場合は、契約の解除となります。 

 

【施設利用の留意事項】 

１) 面会について 

   時間：10：30～15：00（感染予防中）＊終末期は応相談。 

①感染予防中は予約制にて実施し、指定の場所にて面会をして頂きます。 

又、本館玄関に設置している面会表にご記入しお願い致します。 

＊検温・消毒にご協力下さい。 

＊体調不良の方のご面会はご遠慮下さい。 

＊飲食は控えて下さい。 

  ②面会時の際に飲食物をご持参された場合は、職員にお声を掛けて下さい 

   （食事制限されている方は、ご遠慮下さい。） 

 ２）外出・外泊について 

   ご希望される場合は事前にお申し出下さい。但し、外泊については１ヶ月につき連続して７ 

泊、複数の月をまたがる場合には連続して１２泊以内とさせて頂きます。（遅くても前日迄に 
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お申しで下さい。尚、届け出用紙にご記入ください） 

３）施設介護サービス計画（ケアプラン）について 

  入所後につきては、ケアプランを作成させて頂きます。ご契約者の状況に応じて見直しをしま 

すが、変化がない場合は１年に１回の見直しとなります。（新規入所者は６ヶ月で見直ししま 

す）又、ケアプラン作成にあたり、ご契約者及びご家族への意向を確認させて頂き、同意を得  

ます。 

４）その他 

  ① 当施設の設備を壊したり、汚したりした場合には、状況によりご契約者に自己負担して頂

く場合もあります。 

② 当施設の職員や他の入所者に対して、迷惑を及ぼすような宗教活動や政治活動営利活動を 

行なうことはできません。 

 ③ 自己管理されている金品の紛失等につきましては、当施設では責任を負いかねますので十 

分ご注意ください。 

 

【秘密保持】    

（１）本事業所の従業者は、業務上に知り得たご利用者又は、そのご家族の秘密保持を厳守

します。 

   （２）従業者であった者が業務上に知り得たご利用者又は、ご家族の秘密を漏らす事の無い

よう、必要な措置を講じます。 

 

【事故発生時の対応と損害賠償】 

   ご利用者に事故が発生した場合には、速やかにご家族、市長村等に連絡を行うと共に必要な

措置を講じます。事業所は事故及び事故に際してとった処置については記録をします。 

   ご利用者に損害すべき事故が発生した場合には、法人内で加入しております保険会社より損

害賠償を速やかに行います。 

   又、外部研修を受講した安全管理対策担当者を中心に定期的に委員会を実施すると共に従業

者に対して、年 2回の研修を実施します。 

 

【緊急時の対応】 

   ・主治医と相談し必要に応じて医療機関への受診等の措置を行うと共にご家族及び保証人に 

    ご連絡を致します。 

・入院になった場合は、原則として手続き及び病院への対応はご家族にお願いします。 

入院中の状況については、密にご連絡をお願いします。 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院

治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証

するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでも

ありません。） 

   ＜施設嘱託医＞ 

  名 称  本厚木かかりつけクリニック     笹生 正樹 

  所在地  厚木市中町３－１－１５笹生ビル 
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  電 話  ０４６－２９７－１９１９ 

＜協力医療機関＞ 

名 称  湘南厚木病院 

所在地  厚木市温水１１８－１ 

  電 話  ０４６－２２３－３６３６ 

名 称  仁厚会病院 

所在地  厚木市中町 3－8－11 

  電 話  ０４６－２２１－３３３０ 

 

【非常災害対策】 

  (1) 非常災害が発生した場合はご利用者の避難等の適切な措置を講じます。 

又、具体的な計画を立て関係機関及び連絡体制の整備を行います。    

(2) 年 2回避難訓練、消防訓練を行います。 

(3) 別途に定めるＢＣＰ（業務継続計画）により、大規模な災害や感染症が発生した場合でも

出来る限り事業が継続出来るように尽力します。 

 

【身体拘束禁止】 

   原則として、ご利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、緊急やむを得ない場合には

事前にご家族及び保証人への説明と同意を得る事とします。 

   又、委員会を三ヶ月に１回実施し、年２回従業者に対して研修を行います。 

 

【虐待防止措置】 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。  

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。  

虐待防止に関する対策責任者  施設長 関 紘太 

虐待防止に関する対策担当者  虐待防止検討委員会委員長 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を 3ヶ月 1回開催し、その結果について従業者に周 

知徹底を図っています。  

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。  

（4） 従業者に対して、虐待を防止するための年 2回の研修を実施しています。 

サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等） 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

ます。 

 

【従業者の研修】 

   従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制 

についても検証、整備をします。 

 （１）採用時研修  採用後３ヵ月以内 

 （２）継続研修   年１回 
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【感染症の予防及び蔓延防止について】 

１） 感染対策委員会の開催（月 1回・適時） 

２） 感染症及び蔓延防止のための指針の整備 

３） 感染症及び蔓延防止のための研修の実施（年 2回） 

４） 専任担当者の配置 

感染予防に関する担当者：感染症委員会委員長 

 

【施設を退所していただく場合（契約の終了について）】 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、契約書第１３条に 

記載する事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような 

事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくこ

とになります。 

（１） ご契約者からの退の申し出（中途解約・契約解除） 

ご契約者は契約書弟 14条及び第 15条に従い、契約を中途解約、契約解除することができま

す。 

（２） 事業者からの申し出により対処して頂く場合（契約解除） 

事業者は契約書弟 16条及び第 18条により、契約の解除を申し出る場合があります。 

（３） 円滑な退所のための援助 

事業者は、ご契約者が当施設を退所される場合には、契約書弟 17条に従い、円滑な退所 ON

ための相談援助及び指導を行うものとします。 

 

【苦情・相談受付】 

（１）当施設における苦情・相談の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

また、本館玄関受付に投書箱を設置しております。 

 ○苦情相談受付窓口担当  生活相談員  

   〇苦情相談解決責任者   施設長 

   〇受付時間        平日 ９：００～１７：００ 

  当施設の苦情解決第三者委員について 

   社会福祉法人敬和会評議員  定仙 勝弘 

   社会福祉法人敬和会評議員  遠藤 勇夫 

    ＊苦情解決第三者委員へ直接苦情申し立てを行う場合は、法人本部総務課までご連絡 

     下さい。   ０４６（２４１）７７７１ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

厚木市役所介護保険担当課            ０４６（２２５）２２４０ 

神奈川県庁福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課  ０４５（２１０）１１１１（代） 

神奈川県国民健康保険団体連合会         ０４５（３２９）３４４７ 

その他担当市町村介護保険関係窓口 
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令和   年   月   日 

 

介護老人福祉施設サービスの開始にあたり、ご利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要

な事項を説明し、それに対して同意を得て、書面を交付しました。 

 

高齢者生活支援施設 けいわ荘 

 

説明者職名  生活相談員  

 

氏  名                 ㊞ 

 

                     ㊞ 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から介護老人福祉施設サービスについて重要事項の説明

を受け、それに対して同意をし、書面の交付を受けました。 

 

契約者（施設入居者） 

 

住  所                     

 

氏  名                ㊞ 

 

身元引受人 

 

住  所                     

  

氏  名                ㊞ 
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別表① 高齢者生活支援施設 けいわ荘 

令和６年 8月１日～ 

【サービス利用料金】 

 〔利用者負担額１割の方〕 

①介護保険料利用者負担額計算表（月３０日で計算） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊟ 別途として、初期加算、外泊時費用、療養食加算、看取り加算Ⅰ、安全対策体制加算（入所時 1 回のみ）がかかる場合 

があります。 

 介護度 

項目 
要介護① 要介護② 要介護③ 要介護④ 要介護⑤ 

基

本 
単位数 ５８９ ６５９ ７３２ ８０２ ８７１ 

加 

 

算 

栄養マネジメント強化加算 １１ １１ １１ １１ １１ 

精神科医指導加算 ５ ５ ５ ５ ５ 

日常生活継続支援加算Ⅰ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

看護体制加算Ⅰロ ４ ４ ４ ４ ４ 

夜勤職員配置加算Ⅲロ １６ １６ １６ １６ １６ 

 単位数合計 ６６１ ７３１ ８０４ ８７４ ９４３ 

３０日の単位数① １９,８３０ ２１,９３０ ２４,１２０ ２６,２２０ ２８,２９０ 

排せつ支援加算Ⅰ（月単位）② １０ １０ １０ １０ １０ 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ（月単位）③ ３ ３ ３ ３ ３ 

科学的介護推進体制加算Ⅱ（月単位）

④ 
５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

サービス単位数 

（①＋②＋③＋④） 
１９,８９３ ２１,９９３ ２４,１８３ ２６,２８３ ２８,３５３ 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

（サービス単位数計×14.0％） 
２,７８５ ３,０７９ ３,３８６ ３,６８０ ３,９６９ 

サービス単位数計 ２２,６７８ ２５,０７２ ２７,５６９ ２９,９６３ ３２,３２２ 

地域加算 １０．６８ 

サービス利用料金 

（30 日間総額） 
２４２,２０１ ２６７,７６８ ２９４,４３６ ３２０,００４ ３４５,１９８ 

介護保険からの給付 

（サービス利用料金の 90％） 
２１７,９８０ ２４０,９９１ ２６４,９９２ ２８８,００３ ３１０,６７８ 

利用者負担額 

（サービス利用料金の 10％） 
２４,２２１ ２６,７７７ ２９,４４４ ３２,００１ ３４,５２０ 
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㊟ 高齢者虐待防止措置の実施の有無：基準型、業務継続計画策定の有無：基準型です。 

 

③ 介護保険利用者負担＋食事代＋居住費＋介護職員処遇改善加算（３０日で計算） 

（単位：円） 

 介護度 

項目 
要介護① 要介護② 要介護③ 要介護④ 要介護⑤ 

（第１段階） 

老齢福祉年金受給者

で、世帯全員が市民

税非課税の方又は生

活保護を利用されて

いる方 

３０日の利用料 

（介護保険利用者負担額） 
０ ０ ０ ０ ０ 

食事代（日額３００円） ０ ０ ０ ０ ０ 

居住費等（日額０円） ０ ０ ０ ０ ０ 

 ０ ０ ０ ０ ０ 

（第２段階） 

世帯全員が市民税非

課税で、本人の年金

収入等が年額 80 万

円以下の方 

３０日の利用料 

（介護保険利用者負担額） 
２４,２２１ ２６,７７７ ２９,４４４ ３２,００１ ３４,５２０ 

食事代（日額３９０円） １１,７００ １１,７００ １１,７００ １１,７００ １１,７００ 

居住費等（日額４３０円） １２,９００ １２,９００ １２,９００ １２,９００ １２,９００ 

自己負担金額（３０日） ４８,８２１ ５１,３７７ ５４,０４４ ５６,６０１ ５９,１２０ 

（第３段階）① 

世帯全員が市民税非

課税で、本人の年金

収入等が年額 80 万

円超 120 万円以下の

方 

３０日の利用料 

（介護保険利用者負担額） 
２４,２２１ ２６,７７７ ２９,４４４ ３２,００１ ３４,５２０ 

食事代（日額６５０円） １９,５００ １９,５００ １９,５００ １９,５００ １９,５００ 

居住費等（日額４３０円） １２,９００ １２,９００ １２,９００ １２,９００ １２,９００ 

自己負担金額（３０日） ５６,６２１ ５９,１７７ ６１,８４４ ６４,４０１ ６６,９２０ 

（第３段階）② 

世帯全員が市民税非

課税で、本人の年金

収入等が年額 120 万

円を超える方 

３０日の利用料 

（介護保険利用者負担額） 
２４,２２１ ２６,７７７ ２９,４４４ ３２,００１ ３４,５２０ 

食事代（日額１，３６０円） ４０,８００ ４０,８００ ４０,８００ ４０,８００ ４０,８００ 

居住費等（日額４３０円） １２,９００ １２,９００ １２,９００ １２,９００ １２,９００ 

自己負担金額（３０日） ７７,９２１ ８０,４７７ ８３,１４４ ８５,７０１ ８８,２００ 

（第４段階） 

同じ世帯内に住民税

課税、市町村民税本

人課税の方 

３０日の利用料 

（介護保険利用者負担額） 
２４,２２１ ２６,７７７ ２９,４４４ ３２,００１ ３４,５２０ 

食事代（日額１，８００円） ５４,０００ ５４,０００ ５４,０００ ５４,０００ ５４,０００ 

居住費等（日額９１５円） ２７,４５０ ２７,４５０ ２７,４５０ ２７,４５０ ２７,４５０ 

自己負担金額（３０日） １０５,６７１ １０８,２２７ １１０,８９４ １１３,４５１ １１５,９７０ 
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別表② 高齢者生活支援施設 けいわ荘 

令和６年８月１日～ 

【サービス利用料金】 

 〔利用者負担額２割の方〕 

①介護保険料利用者負担額計算表（月３０日で計算） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊟ 別途として、初期加算、外泊時費用、療養食加算、看取り加算Ⅰ、安全対策体制加算（入所時 1 回のみ）がかかる場合 

があります。 

 介護度 

項目 
要介護① 要介護② 要介護③ 要介護④ 要介護⑤ 

基

本 
単位数 ５８９ ６５９ ７３２ ８０２ ８７１ 

加 

 

算 

栄養マネジメント強化加算 １１ １１ １１ １１ １１ 

精神科医指導加算 ５ ５ ５ ５ ５ 

日常生活継続支援加算Ⅰ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

看護体制加算Ⅰロ ４ ４ ４ ４ ４ 

夜勤職員配置加算Ⅲロ １６ １６ １６ １６ １６ 

 単位数合計 ６６１ ７３１ ８０４ ８７４ ９４３ 

３０日の単位数① １９,８３０ ２１,９３０ ２４,１２０ ２６,２２０ ２８,２９０ 

排せつ支援加算Ⅰ（月単位）② １０ １０ １０ １０ １０ 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ（月単位）③ ３ ３ ３ ３ ３ 

科学的介護推進体制加算Ⅱ（月単位）

④ 
５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

サービス単位数 

（①＋②＋③＋④） 
１９,８９３ ２１,９９３ ２４,１８３ ２６,２８３ ２８,３５３ 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

（サービス単位数計×14.0％） 
２,７８５ ３,０７９ ３,３８６ ３,６８０ ３,９６９ 

サービス単位数計 ２２,６７８ ２５,０７２ ２７,５６９ ２９,９６３ ３２,３２２ 

地域加算 １０．６８ 

サービス利用料金 

（30 日間総額） 
２４２,２０１ ２６７,７６８ ２９４,４３６ ３２０,００４ ３４５,１９８ 

介護保険からの給付 

（サービス利用料金の 80％） 
１９３,７６０ ２１４,２１４ ２３５,５４８ ２５６,００３ ２７６,１５８ 

利用者負担額 

（サービス利用料金の 20％） 
４８,４４１ ５３,５５４ ５８,８８８ ６４,００１ ６９,０４０ 
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㊟ 高齢者虐待防止措置の実施の有無：基準型、業務継続計画策定の有無：基準型です。 

 

②介護保険利用者負担＋食事代＋居住費＋介護職員処遇改善加算（３０日で計算） 

（単位：円） 

 介護度 

項目 
要介護① 要介護② 要介護③ 要介護④ 要介護⑤ 

（第４段階） 

同じ世帯内

に 住 民税

課税 

市町村民

税本人課

税の方 

３０日の利用料 

（介護保険利用者負担額） 
４８,４４１ ５３,５５４ ５８,８８８ ６４,００１ ６９,０４０ 

食事代（日額１，８００円） ５４０,００ ５４０,００ ５４０,００ ５４０,００ ５４０,００ 

居住費等（日額９１５円） ２７,４５０ ２７,４５０ ２７,４５０ ２７,４５０ ２７,４５０ 

自己負担金額（３０日） １２９,８９１ １３５,００４ １４０,３３８ １４５,４５１ １５０,４９０ 
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別表③ 高齢者生活支援施設 けいわ荘 

令和６年８月１日～ 

【サービス利用料金】 

 〔利用者負担額３割の方〕 

①介護保険料利用者負担額計算表（月３０日で計算） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊟ 別途として、初期加算、外泊時費用、療養食加算、看取り加算Ⅰ、安全対策体制加算（入所時 1 回のみ）がかかる場合 

があります。 

 介護度 

項目 
要介護① 要介護② 要介護③ 要介護④ 要介護⑤ 

基

本 
単位数 ５８９ ６５９ ７３２ ８０２ ８７１ 

加 

 

算 

栄養マネジメント強化加算 １１ １１ １１ １１ １１ 

精神科医指導加算 ５ ５ ５ ５ ５ 

日常生活継続支援加算Ⅰ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

看護体制加算Ⅰロ ４ ４ ４ ４ ４ 

夜勤職員配置加算Ⅲロ １６ １６ １６ １６ １６ 

 単位数合計 ６６１ ７３１ ８０４ ８７４ ９４３ 

３０日の単位数① １９,８３０ ２１,９３０ ２４,１２０ ２６,２２０ ２８,２９０ 

排せつ支援加算Ⅰ（月単位）② １０ １０ １０ １０ １０ 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ（月単位）③ ３ ３ ３ ３ ３ 

科学的介護推進体制加算Ⅱ（月単位）

④ 
５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

サービス単位数 

（①＋②＋③＋④） 
１９,８９３ ２１,９９３ ２４,１８３ ２６,２８３ ２８,３５３ 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

（サービス単位数計×14.0％） 
２,７８５ ３,０７９ ３,３８６ ３,６８０ ３,９６９ 

サービス単位数計 ２２,６７８ ２５,０７２ ２７,５６９ ２９,９６３ ３２,３２２ 

地域加算 １０．６８ 

サービス利用料金 

（30 日間総額） 
２４２,２０１ ２６７,７６８ ２９４,４３６ ３２０,００４ ３４５,１９８ 

介護保険からの給付 

（サービス利用料金の 70％） 
１６９,５４０ １８７,４３７ ２０６,１０５ ２２４,００２ ２４１,６３８ 

利用者負担額 

（サービス利用料金の 30％） 
７２,６６１ ８０,３３１ ８８,３３１ ９６,００２ １０３,５６０ 
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㊟ 高齢者虐待防止措置の実施の有無：基準型、業務継続計画策定の有無：基準型です。 

 

②介護保険利用者負担＋食事代＋居住費＋介護職員処遇改善加算（３０日で計算） 

（単位：円） 

 介護度 

項目 
要介護① 要介護② 要介護③ 要介護④ 要介護⑤ 

（第４段階） 

同じ世帯内

に 住 民税

課税 

市町村民

税本人課

税の方 

３０日の利用料 

（介護保険利用者負担額） 
７２,６６１ ８０,３３１ ８８,３３１ ９６,００２ １０３,５６０ 

食事代（日額１，８００円） ５４０,００ ５４０,００ ５４０,００ ５４０,００ ５４０,００ 

居住費等（日額９１５円） ２７,４５０  ２７,４５０ ２７,４５０ ２７,４５０ ２７,４５０ 

自己負担金額（３０日） １５４,１１１ １６１,７８１ １６９,７８１ １７７,４５２ １８５,０１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


